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■所得割額の軽減
　所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる所得金額が 58 万円以下（年金収入のみの場
合は、その収入が 211 万円以下※）の方については、所得割額が一律５割軽減されます。
※収入のあった年の 12 月 31 日時点で 65 歳以上の方の場合。
■会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養
者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の９割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
■留意事項
　軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に
基づいて行いますので、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報
がない場合は判定ができませんので、市区町村の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告等が必要です。

◆普通徴収（口座振替や納付書でお支払い）の方
本年７月に、平成 28 年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）にかかる「保険料額決定通知書」と

「納入通知書」の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振替や納付書（納入通知書）の方法によ
り９期（７月から翌年３月まで）で納めていただきます。
※年度の途中から特別徴収に変更となる場合があります。

　年金受給額が年額 18 万円以上の方は、原則年６回の年金受給日に、その
年金から直接お支払いいただきます。
※特別徴収をやめて、口座振替でのお支払いを希望される方は、市区町村の
後期高齢者医療担当窓口への申出により、変更することができます。

◆特別徴収（年金からのお支払い）の方

■仮徴収（平成27年中の所得が確定するまでの仮納付：４・６・８月）
○平成 28 年２月に保険料を特別徴収で支払われた方
　４月の年金受給時に、２月にお支払いいただいた金額と同額を仮徴収額としてお支払いいただきま
す。この場合、保険料額の通知はありません。ただし、６・８月分は、４月分と同額が適当でないと
市町村が判断すれば仮徴収額が変更されることがあり、その場合は、変更通知書が送付されます。
○平成 27 年度は普通徴収で、４・６・８月から新たに特別徴収の対象となる方
平成 27 年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。その場合、事前に「保険料仮徴収額決定通
知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますので、ご確認ください。
※平成 27 年度に引き続き普通徴収（口座振替や納付書）でお支払いいただく方は、仮徴収は行われ
ません。

■本算定後の特別徴収
　平成 28 年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）後の 10 月以降、引き続きまたは新たに特
別徴収となる方は、７月に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付
します。
10・12・２月の年金受給時に、平成 27 年中の所得に基づいて計算された年間保険料から仮徴収等に
より既に納めていただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。

保険料額のお知らせと納め方◆

【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】
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平成 28年度の健康診査・人間ドック費用の助成

【後期高齢者医療制度に関するお知らせ】

　大阪府後期高齢者医療広域連合の被保険者の方々に、「健康診査受診券」を 4 月下旬頃に「受診
券在中」の記載のある封筒にてお送りします。（年度途中に新たに 75 歳になられる方には、誕生
月の翌月当初に順次お送りします。）
　受診券がお手元に届きましたら、広域連合が指定する医療機関等において、受診券に記載された
有効期限までに無料（年度中に 1 回）で受診することができます。受診の際は、事前に医療機関等
にご連絡の上、受診券と被保険者証を忘れずにお持ちください。
　ただし、以下に該当する長期入院中や施設入所中の方などは、病院・施設において健康管理が図
られているため、健康診査の対象者から除いています。

後期高齢者医療健康診査について

○病院又は診療所に６カ月以上継続して入院中の方
○特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支
　援施設などの施設に入所または入居している方
※退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行いたしま
すのでお問い合わせください。

　大阪府後期高齢者医療広域連合では、
被保険者の方々が人間ドックを受診され
た場合の費用の一部を助成しています。
　費用の助成を受けるには、市区町村の
担当窓口に必要書類をお持ちいただき、
申請する必要があります。なお、各年度
中（４月１日から翌年３月 31 日まで）
１回の受診に対し、26,000 円を上限と
して費用の一部を助成します。

▼申請に必要なもの
○人間ドックの領収書の写し
○検査項目が確認できるもの
　（検査結果通知書の写しなど）
○被保険者証
○口座情報がわかるもの
○印かん

人間ドック費用の一部助成について

※人間ドックを受診された方は、申請されるまでの間、領収書等を大切に保管願います。

◆

◆

▼問合せ
○大阪府後期高齢者医療広域連合
　資格管理課　☎ 06 － 4790 － 2028　　FAX　06 ‐ 4790 ‐ 2030
　給付課　　　☎ 06 ‐ 4790 ‐ 2031　　FAX　06 ‐ 4790 ‐ 2030
　※受付時間　月～金曜日（祝日を除く）　　９時～ 17 時 30 分
○役場保険年金課　後期高齢者医療担当　☎ 492 ‐ 2705
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国民年金保険料について

▼日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を
受けます。国民年金では加入者を次の３種類に分けています。

▼問合せ　○貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122　○役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

年金のお知らせ

また、(1) 日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金
を受けられる人、(2)20 歳以上 65 歳未満で海外に住んでいる日本人 、(3) 日本国内に住所を有
する 60 歳以上 65 歳未満の人、（4）65 歳以上 70 歳未満の方（但し、昭和 40（1965）年 4 月
1 日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。）が、
希望して国民年金に任意加入する場合も第１号被保険者と同様の取扱いとなります。
国民年金保険料は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。納期限までに保険
料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、保険料は
納期限内に忘れず納めましょう。

■国民年金第１号被保険者及び任意加入被保険者の平成 28年度の保険料
　月額 16,260 円

○第１号被保険者
　20歳以上 60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、
　第 2号被保険者、第３号被保険者でない者
○第２号被保険者
　民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者
○第３号被保険者
　第２号被保険者に扶養されている 20歳以上 60歳未満の配偶者
　（年収が 130 万円未満の人）

▼納付方法
　○現金納付（納付書でのお支払い）　○口座振替
　○クレジットカード納付　　　　　  ○電子納付
　○金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口での納付

　保険料は、まとめて前払いすると割引が適用
されます。（※ただし、事前に申出が必要で、
申出には期限があります。）また、納付が難し
い場合は免除や猶予等の制度があります。くわ
しくはお近くの年金事務所にお問い合わせくだ
さい。

▼とき　４月17日（日）
　10時～正午、13時～ 16時
▼ところ　オークワ岬店
▼対象　400ml 献血は男性 17 歳～ 69 歳、
女性 18歳～ 69 歳（65 歳以上の方は 60歳
～ 64歳の間に献血経験がある方に限ります。）

～400ml 献血にご協力ください～～400ml 献血にご協力ください～献血献血
※輸血を受けられる患者さんの安全性を高めるた
め、現在400ml の献血の需要が高まっています。
200ml 献血はお断りする場合があります。皆様
のご理解とご協力をお願いいたします。
▼協力　岬ライオンズクラブ
▼問合せ　保健センター　☎492‐ 2424
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　受益者負担金とは、公共下水道の整備
により生活が便利で快適になるとともに、
未整備地区に比べて土地の資産価値が高
まるという「受益」に対して、その受益
者（基本的に土地所有者）に公共下水道
建設事業費の一部を負担していただく制
度で、一度限りの負担です。
　賦課区域内の道路、河川、公園、水路
を除いた全ての土地が対象です。ただし、
現在耕作している農地や現況が山林・原
野である土地は賦課を保留することがで
きます。
　負担金は、１㎡あたりの単位負担金額

（420 円／㎡）×土地の登記面積によっ
て算定されます。また、納付方法は３年

下水道のお知らせ

◆浄化槽補助金
　岬町では、既存の汲み取り式トイレや単独処理浄化
槽を合併処理浄化槽へ改造する場合、右記の条件に当
てはまる場合に補助金を交付しています。

○専用住宅で持続的な使用が認められるもの
○新築・建替え以外（建築確認を伴わないこと）
○下水道認可区域外（認可区域の範囲について
は、お問い合わせください）
○その他、町が定める要件に適合すること　なお、予算の範囲内での補助となりますので、予算

額に達した時点で受付を終了します。
　詳しくは、お問い合わせください。 ▼問合せ　土木下水道課　☎ 492 － 2026

間に６回分割して支払う「分割納付」と負担金全額を初年度の第１期（９月）に全額納付する「一括納付」
があり、一括納付には、20％の報奨金が交付されます。
　今回の賦課対象区域にあたる住民のみなさまには、後日、パンフレットの配布及び負担金、排水設備工
事と助成制度、使用料等についての説明会を開催します。なお、説明会の日程は対象となる方へ個別に文
書等でご案内します。

～新たに供用開始となる区域～

　７月１日から供用が開始される区域では下水道事業受益者
負担金が賦課されます。

　

　関西国際空港からの国際線のフライトが増え、ますます充実します！
３月 27 日 ( 日 ) より、中国南方航空が関西＝上海線を週４便で運航を開始、ティーウェイ航空がソウル線を
週７便増便し、これまでの運航便数と合わせ、週 14 便のダブルデイリーで運航を開始しました。また、４
月７日 ( 木 ) より、ジェットスター・ジャパンが、関西＝マニラ線の運航を開始します。フィリピンへの旅
程パターンが広がり、マニラへの渡航がますます便利になります。さらに、４月 27 日 ( 水 ) から、バニラエ
アが初めて関西空港への乗り入れを開始し、関西＝台北線を週７便のデイリー運航をすることになりました。
海外旅行の際には、関西国際空港の国際線をぜひご利用ください。
　なお、４月１日 ( 金 ) より関西国際空港の運営は、関西エアポート株式会社へ引き継がれました。
今後もお客様により快適に空港をご利用いただけるよう、空港運営を進めてまいります。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼問合せ　関西空港案内　☎ 455 ‐ 2500

■関西国際空港のフライトがますます充実！関空NEWS
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　権限移譲により大阪府で行っていた下記の事務について、２市 3
町（泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）から事務委託をし、
4 月から泉佐野市で事務を行います。

事　務　名　称 担当課

動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置
保健センター
☎072‐463‐6001
☎072‐463‐1212

獣医師法に基づく獣医師の届出受理 　　　　　〃

家畜市場の登録等 農林水産課
☎072‐463‐1212

ふ化業者の登録事務等 　　　　　〃
農薬販売業の届出等 　　　　　〃
肥料販売業の届出等 　　　　　〃
林業種苗法に基づく生産事業者の登録、
登録証交付、立入検査等 　　　　　〃

分収林契約締結の斡旋（募集）、
届出受理、勧告、報告徴収等 　　　　　〃

入会林野整備計画の認可、意見聴取、調停等 　　　　　〃
生産森林組合の設立認可等 　　　　　〃
果樹園経営計画の認定、報告の徴収 　　　　　〃
エコファーマーの認定 　　　　　〃

都市緑地法に基づく緑地保全計画の策定等 道路公園課
☎072‐463‐1212

緑地管理機構の指定等 　　　　　〃

広域連携事務について

◆不動産鑑定士による
　不動産無料相談会
　（公社）日本不動産鑑定士協
会連合会が行う「不動産鑑定評
価の日」の協力行事として、各
種行事を実施し、普及宣伝につ
とめております。本年度も社会
一般に広く「不動産鑑定評価」
ＰＲし、府民の皆さまの理解を
より一層深めていただくため、
不動産無料相談会を開催いたし
ます。
▼日時　４月９日（土）
10時～16時（受付15時30分まで）
▼場所　堺市立勤労者総合福祉セ
ンターＢ棟地下１階第５会議室
▼問合せ　

（公社）大阪府不動産鑑定士協会
　　　　☎ 06 ‐ 6203 ‐ 2100

◆泉南警察からお知らせ
■特殊詐欺被害多発中！
　大阪府下では、昨年の特殊詐欺
被害額が約 41 億円となっており、
本年もすでに約５億円の被害が出
ております。お子さんの名前を
騙った電話はかかってきません
か？身に覚えのない請求書の額
をそまま振り込んでいません
か？そんな時は一人で迷わず、
まず、本人確認を行い、相談し
ましょう！
■平成 28 年春の全国交通安全
運動
▼期間　４月６日（水）から４月
15 日（金）までの 10 日間
▼準備期間　３月 17 日（木）か
ら４月５日（火）までの20日間

▼運動の基本　子どもと高齢者
の交通事故防止
▼運動の重点　
○自転車の安全利用の推進
○後部座席を含めた全ての座席
のシートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
▼大阪重点
○交差点における交通事故防止
▼スローガン　
○ゆっくりと　マナーを乗せて
　ふむペダル
○カチッとね　ベルトが守る　
その笑顔
○しんごうが　あおでもよくみ
る　みぎひだり
▼問合せ　
　泉南警察署　☎ 471 ‐ 1234

　岬町では、子どもの安全を
守るため、各種団体や住民の
皆様のご協力により、「子ども
110番活動」や毎月８日の「子
ども安全デー」などでの学校
安全ボランティアを通じ、通
学路の巡回を実施しています。
「学校安全ボランティア」に、
ぜひご協力ください。
　詳しくは教育委員会生涯学
習課までお問合せください。
▼問合せ　生涯学習課
　　　　　☎ 492－ 2715

毎月８日は
「こども安全デー」

毎月８日は
「こども安全デー」
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◆食生活改善Ｂ
ベ リ ー
ｅｒｒｙ

　げんき隊セミナー
　食に関する様々な事を、ミニ
講話や実習をとおして楽しく学
べるセミナーです。今年のテー
マは「生活習慣病予防！～食編
～」全８回のセミナーを通し学
んでいただけます。
▼日時　初回４月 19 日（火）　
　　　　　　　10 時～正午　
▼参加費　無料（要予約）　
▼場所　保健センター
▼対象　
　おおむね 20 歳～ 60 歳の方
※お子様連れの方も大歓迎
▼問合せ　岬町立保健センター
　　　　　　　☎ 492 － 2424

児童・生徒の健全育成に関する
学校・警察相互連絡

　岬町教育委員会は、子どもたちが安全で安心して生活できる
ことを願い、学校と地域、関係諸機関が相互に連携する取り組
みを進めていますが、平成 28 年３月、新たに大阪府警察本部
と「児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」
にかかわる協定を締結し、平成 28 年４月１日より本制度を実
施します。
　この相互連絡制度は、児童・生徒の非行や犯罪被害が広域化、
多様化、低年齢化している
状況を踏まえて、学校のみ
では解決が困難な問題行動
や児童・生徒が犯罪の被害
者となることを防ぎ、その
安全を確保することなどに
ついて必要な情報の連絡を
行い、必要に応じて協議し、
対応を講じるものです。

▼問合せ　指導課　☎ 492 ‐ 2719

　岬町では、結婚を希望される方の支援に取り組んでいます。
ラヴィ―ナ和歌山、ラヴィ―ナマリエール（泉佐野市）で開
催される縁活パーティーに参加される岬町住民の方は、会員
価格で参加いただけます。事前申込が必要ですので、参加を
希望される方は、各ラヴィーナまでお問合せください。
▼開催日　
　○ラヴィーナ和歌山　
　　５月７日（土）　13 時～ 16 時 30 分　
　○ラヴィーナマリエール（泉佐野市）
　　５月 15 日（日）　13 時～ 16 時 30 分　
▼対象　30 歳から 45 歳の独身男女
▼応募締切　ラヴィーナ和歌山　４月 23 日（土）
　　　　　　ラヴィーナマリエール（泉佐野市）　４月 30 日（土）
※岬町住民の方は会員価格（3500 円）で参加いただけます。
　詳しくは、ラヴィーナ和歌山までお問合わせください。
▼問合せ　ラヴィーナ和歌山　☎ 073 ‐ 454 ‐ 0010
　　　　　ラヴィーナマリエール（泉佐野市）
　　　　　　　　　　　　　　☎ 072 ‐ 464 ‐ 4122

あなたの婚活応援します！あなたの婚活応援します！

☆神剣
　著者 ：葉室　麟
☆京都ぎらい　
　著者 ：井上　章一
☆下流老人　
　著者 ：藤田　孝典
※本のリクエストを受付けて
います。淡輪公民館では、大
阪府立中央図書館より本の貸
出を受けています。公民館に
ない本、貸出中の本もリクエ
ストして下さい。

図書だより

本の紹介
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◆国税専門官採用試験
▼受験資格
○昭和 61 年４月２日～平成７
年４月１日生まれの者
○平成７年４月２日以降生まれ
の者で次に掲げるもの
①大学を卒業した者及び平成
29 年３月までに大学を卒業す
る見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等
の資格があると認める者
▼採用予定数
○別途、人事院ホームページに
掲載します。
○採用予定数は変動すること
があります。最新情報は人事
院ホームページで確認してく
ださい。
▼試験の日程
○第１次試験日　５月29日（日）
※合格発表日　６月 28 日（火）
○第２次試験日　
　７月 12 日（火）～ 20 日（水）
※合格発表日　８月 22 日（月）
▼申込受付期間　
　４月１日（金）～ 13 日（水）
　原則として、インターネット
申込みとなります。
▼インターネット申込専用アド
レス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※採用に関する情報は国税庁
ホームページ（http://www.nta.
go.jp）「採用案内」にも掲載し
ています。
▼問合せ
○大阪国税局人事第二課試験係
　☎ 06 － 6941 － 5331
○泉佐野税務署総務課　
　☎ 462 － 3471

募　集 ◆身体障がい者補助犬
　貸与者の募集
　身体障がい者の自立と社会参
加の促進を図ることを目的とし
て、盲導犬、介助犬および聴導
犬の貸与希望者を募集（選考の
上、貸与の可否を決定）します。
▼募集期間　　４月 15 日（金）
～５月 16 日（月） 必着
▼対象　満 15 歳以上の方。（た
だし、義務教育終了後の方）
▼盲導犬 / 視覚障害１級、介助
犬 / 肢体障害１級または２級、
聴導犬 / 聴覚障がい２級
※選考にあたり、補助犬の取得
目的、住宅環境等の調査を実施
▼申請書　大阪府ホームペー
ジ、市町村障がい福祉担当窓口
等で配付。
▼申込方法　各市町村障害福祉
担当窓口で配布する申請書に記
入の上、郵送。　
▼申込み・問合せ
　大阪府障がい福祉室　自立支
援課　社会参加支援グループ
　　　　☎ 06 － 6944 － 9176
※申請書は大阪府ホームペー
ジ、市町村障がい福祉担当窓口
等で配付しています。

その他
◆岬町文化協会からご案内
　この町に住む人々の自由な文
化活動の拠点「岬町文化協会」。
毎年４月から、団体会員・個人
会員の募集、登録申込みを受付
しています。岬町文化協会にご
入会いただいて、カルチャーボ
ランティアを発揮しませんか。
▼会費　
○個人会員　年額 2000 円　
○団体会員　今年度から団体会
員数により金額が異なります。
事前に生涯学習課までお問い合
わせ下さい。　
▼対象　文化活動を理解し、岬
町文化祭に協力し参加を希望す
る個人及び団体。原則として岬
町在住在勤者。
▼申込方法　申込用紙に記入の
上、総会開催時に受付にご提出
ください。総会に参加できない
方は生涯学習課で受付します。
なお、申込用紙は生涯学習課で
配布しています。
■総会
▼日時　４月 23 日（土）　
　10 時（受付９時 30 分～）　
▼場所　文化センター
▼問合せ　
　生涯学習課　☎ 492 ‐ 2715

◆ビーチバレー教室
▼日時　５月８日（日）
　13 時～ 15 時（小雨決行）
▼場所　せんなん里海公園 「潮
騒ビバレー」 無料休憩所前
▼定員　中学生以上の男女 20 名
▼参加費　無料（園内に車を駐
車される方は620円かかります。）
▼持物　タオル、飲み物
※砂コートでプレイします。汚
れてもよい服装でお越し下さい。
▼申込　電話・ＦＡＸにて
※住所、氏名 ( ふりがな )、連

絡先、年齢（参加人数）を記載
してください。
※先着順。定員になり次第締め
切ります。
▼受付開始日時　４月２日　

（９時 30 分～ 17 時）
▼問合せ・主催　
　せんなん里海公園管理事務所
　　　　　　　 ☎ 494 ‐ 2626
　　　　　  ＦＡＸ 494 ‐ 2688
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人 の 動 き

平成28年3月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６０３
１６，４３８人
   ７，７１４人
   ８，７２４人

（－　９）
（－２４）
（－　９）
（－１５）

前月比

税

◆65歳以上の介護保険料
　平成 28 年度の介護保険料は、
個人や世帯の課税状況や合計所
得額により所得段階が決定しま
すので、所得段階が決定するま
では介護保険料を仮算定した額
でお納めいただきます。「介護
保険料額決定通知書」は所得が
確定する７月頃に発送します。
■既に年金から天引きされている方
　２月と同じ介護保険料額を４
月及び６月の年金支給時に天引
きします。
　なお、保険料は仮算定額となり
ますので、所得段階が確定後、８
月の年金の支給時に差額を調整

します。
　また、「介護保険料額仮算定通
知書」は送付しませんので、ご了
承ください。
▼年金から天引きが開始する方
　介護保険料を納付書又は口座
振替によりお支払いの方のう
ち、年金保険者から通知のあっ
た方については年金からの天引
きを開始します。対象者の方に
は「特別徴収開始通知書」を送
付します。
　なお、保険料は仮算定額とな
りますので、所得段階が確定後、
８月の年金の支給時に差額を調
整します。
　また、年度の途中から年金か
らの天引きを開始する方につい
ては、年金からの天引きが開始
されるまでの間、これまでどお
り納付書又は口座振替でお支払
いいただきます。
▼納付書又は口座振替でお支払
いいただく方
　65 歳に到達した方や、年金
から天引きできない方は、納付
書又は口座振替で介護保険料を
お支払いいただきます。既に、
65 歳になっている方は４月上
旬頃に、年度途中で 65 歳にな
る方は年齢到達の翌月中旬頃ま
でに「介護保険料額決定通知書」

（６月までは「介護保険料額仮
算定通知書」）を送付します。
なお、年金から天引きが開始に
なる場合は事前にお知らせしま
す。
▼問合せ　高齢福祉課介護保険係
　　　　　　　☎ 492 － 2703

◆町税の減免
　生活保護法に基づき生活扶助
を受けていたり、災害（火災、
風水害など）による被害を受け
た場合に、ご本人の申請により、
税の減免を受けられる制度があ
ります。
▼町民税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○当該年に所得が皆無になり、
生活が著しく困難となった方
▼固定資産税
○生活保護を受けている方
○災害による被害を受けた方
○高齢者や収入が少ない方で、
次の（１）～（５）の要件すべ
てに該当する方

（１）所有者が 65 歳以上、特
別障害者 ( ３級を含む )、寡婦・
寡夫のいずれかに該当する方

（２）所有者及びその家族全員
（生計を一にする者）の個人町
民税が非課税であること

（３）自己居住用以外の土地・
家屋を所有していないこと

（４）家屋の床面積が 70㎡以下
であること

（５）固定資産税の年税額が
５万円以下であること
▼軽自動車税
○身体障害者等が所有する場合
○家族（生計を一にする者）が
所有し、障害者のために使用す

る場合
※一台のみ。普通自動車との重
複減免は受けられません。
　以上の減免を受けられる場合
は、各税目ごとの減免申請書に
必要事項を記入し、納期限前ま
でに提出してください（減免の
対象となるのは、原則として未
到来納期分の税額に限ります）。
　なお、上記各税目において詳
細要件が定められている場合が
ありますので、詳しくは税務課
課税係にお問合せください。
▼問合せ　税務課課税係
☎ 492 ‐ 2752（町民税 ･ 軽自
動車税 )　
☎ 492 ‐ 2757（固定資産税 )

介護保険
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ４月 13 日（水）・27 日（水）
14 時〜 17 時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ４月 20 日（水）
10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談
※緊急時は 24 時間電話対応

■愛の家「みらい」相談室
　平日　９時～ 17 時
■障がい者出張相談（要予約）
　４月27日（水）13時30分〜16時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 1200 ／ FAX 494 ‐ 0102
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 平日　９時〜 17 時 30 分 高齢福祉課　☎ 492 − 2716
◆教育に関する相談 平日　13 時 30 分〜 15 時（要予約） 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ４月８日（金）13 時〜 16 時 監査委員室
産業振興課　☎ 492 ‐ 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

４月５日（火）・19 日（火）
13 時 30 分〜 15 時

役場監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
９時〜17時　※受付は16時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の９時
〜 17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
９時～17時　※受付は16時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の９時～
17 時　※受付は 16 時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　９時〜 17 時
　　　※受付は 16 時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　９時〜 17 時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　９時〜 17 時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆心の健康相談（要予約）４月 20 日（水）　10 時〜正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆乳幼児育児健康相談 ５月９日（月）　10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350
◆療育相談 平日　10 時〜 16 時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）４月 19 日（火）13 時～ 16 時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆出張福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　４月５日（火）11時～13時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
　４月13日（水）13時～15時
■ふれあい喫茶（深日会館）　　　
　４月 20 日（水）10 時～正午
■オークワ岬店　　　　
　４月 27 日（水）10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633

◆福祉なんでも相談
　　　　　　　（要予約）平日　９時～ 17 時 30 分 ■いきいきネット相談支援センター　

　☎ 492 ‐ 2955

◆生活困窮に関する相談
  （随時の場合は要予約）

■役場相談室
　４月 13 日（水）14 時～ 16 時

■大阪府岸和田子ども家庭センター
　生活福祉課　はーと・ほっと相談室
　☎ 441 ‐ 2760
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※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は18.78円です。

公式Facebook

（QR コード）

深日港観光案内所「さんぽるた」がオープンしました深日港観光案内所「さんぽるた」がオープンしました
　観光案内所は、観光情報の発信だけではなく、地域の賑わいを創出し、誰もが親しみを持ち、
施設に集う人々が広く交流し、情報交換できる施設となることを目指しています。観光案内
所の愛称である「さんぽるた」には、人・もの・情報がさん（参）集する「さん」、案内所に「さ
ん」（燦）然と輝く希望の太陽の「さん」（sun）の意味が込められています。岬町の魅力を
より深く知っていただくための情報発信基地に、ぜひ一度お立ち寄りください。なお、この
施設は、大阪府宝くじ社会貢献広報市町村補助金を活用し整備しました。

▼問合せ　観光交流課　☎ 492 ‐ 2730
　　　　　深日港観光案内所「さんぽるた」
　　　　　　　　　☎ 072 ‐ 447 － 6202

■施設概要
▼名称　深日港観光案内所「さんぽるた」
▼所在地　岬町深日 3500 番地
▼開所時間　9 時 30 分～ 16 時 30 分まで
▼休所日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日、
12 月 29 日～１月３日）

※この施設はみなとオアシスみさきの基本施設として
誰もが利用できるよう休憩スペース、キッズコーナー、
多目的トイレなどを無料開放しています。
お気軽にお立ち寄りください。

「
さ
ん
ぽ
る
た
」

　

オ
ー
プ
ン
！

■事業概要
▼町内集客施設のパンフレットやイベント情報の提供
▼岬町マスコットキャラクター
　「みさっきー & みさきーちょ」グッズの販売
▼レンタサイクル
▼岬町住民向けみさき公園特別割引入園券の販売
▼観光ＰＲビデオの放映

※深日港観光案内所「さんぽるた」のお問い合
わせ先は４月１日開通予定です。

▼対象　特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当を受給している方
▼金額　○特別障がい者手当

特別障がい者手当 障がい児福祉手当

支給対象

満 20歳以上の在宅の方で、身体または精
神に著しく重度で永続する障がい（知的障
がいを含む）があるため、日常生活に常時
特別の介護を必要とする方

満 20歳未満の在宅の方で、身体または精神
に重度で永続する障がい（知的障がいを含む）
があるため日常生活に常時の介護を必要とす
る方

支給制限

①病院等に３カ月を超えて入院している方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定
金額以上ある方

①障害年金などの障がいを支給理由とする年
金を受給されている方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金
額以上ある方

▼問合せ　大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課　☎ 441 － 2760　
　　　　　　　　　　　　　　　　岬町役場地域福祉課　☎ 492 － 2700

　　　　　26,620 円→ 26,830 円
○障がい児福祉手当・経過的福祉手当　14,480 円→ 14,600 円
　なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは表のとおりです。

平成28年４月から手当額が改定されます平成28年４月から手当額が改定されます


